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障害者スポーツ用具の貸出について 

日頃は、本県における障害者スポーツの振興に御理解と御協力をいただき、心から御礼申し上げ

ます。 

本県では、昨年度から、障害のあるなしにかかわらず誰もがスポーツに参加できるすそ野を広げ

るため、地域や医療機関において障害者スポーツに触れるきっかけを創出する取組として、障害者

スポーツ用具の貸出を実施しています。 

今年度につきましても、下記のとおり用具の貸出をしますので、積極的に御活用ください。 

                   記 

１ 貸出用具 

競技 貸出品 数量 

ボッチャ 
ボールセット ２セット 

ランプ※ １台 

フライングディスク 
ディスク １セット（30枚入り） 

ゴール １台 

  ※ランプとは、ボールを勾配によって転がす補助用具で、障害者が自分でボール 

を投げることができない場合に障害者が使用するものです。 

２ 貸出方法 

 ・「借用申請書（様式２）」を作成の上、下記までメールで提出してください。 

  用具の貸出は随時受け付けております。 

   担当者：愛知県理学療法士会 事務局 

   メールアドレス：office@aichi-pt.jp 

   メール件名：障害者スポーツ用具の貸出 

 ・用具の受取・返却先は愛知県理学療法士会となります。郵送をご希望される場合は実費を負

担いただきます。 

・返却時に不備や破損などがないかを確認するため、用具の写真を撮影し、県担当者へメール

で提出してください。 

  担当者：愛知県スポーツ局競技・施設課障害者スポーツグループ 祖父江 

   メールアドレス：kyougi-shisetsu@pref.aichi.lg.jp 

３ 貸出開始時期（予定） 

  2023年７月 11日（火）から 

  ※ボッチャランプについては、９月１日（金）から 

４ 貸出可能期間 

  用具の受渡しを含めて原則１か月以内とします。 

５ その他 

・ 用具は、レクリエーションや日常業務のプログラムや各地域でのイベント・研修 

等幅広い用途で御活用ください。 

担 当 障害者スポーツグループ（祖父江） 

電 話 ０５２－９５４－７４７２（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

ファックス ０５２－９５１－１００５ 

メール hirotaka_sobue@pref.aichi.lg.jp 

https://aichi-pt.jp/wp-content/uploads/2023/07/2023_syakuyousinseisyo.docx


「ボッチャ」と「フライングディスク」
の用具を貸し出します！

愛知県障害者スポーツ体験機会創出事業

貸出の流れ

障害のあるなしにかかわらず誰もがスポーツに参加できるすそ野を広げていく
ため、身近な地域でスポーツ活動をするきっかけとして用具を貸し出します。

ボッチャ フライングディスク

愛知県理学療法士会 希望者

①広報

③貸出調整・通知
・用具受渡

⑤返却後、
県へ受渡完了報告

②借用申請

④受取（使用）
・返却



貸出用具一覧

注意事項

・ 希望者には、ボッチャランプを貸し出します。
・ 貸出期間は原則として１か所あたり１か月とし、時期などの調整は、「愛知県理
学療法士会」を通じて行います。

・ 貸出料金は無料です。
・ 用具の受渡しは、理学療法士会が行います。郵送をご希望される場合は実費を負
担いただきます。

・ 返却時には不備や破損などがないかを確認するため、用具の写真を撮影し、県担
当者までメール（kyougi-shisetsu@pref.aichi.lg.jp）で報告してください。

問合せ先

○写真送付先
愛知県スポーツ局 競技・施設課 障害者スポーツグループ 祖父江
電話：052-954-7472 メール： kyougi-shisetsu@pref.aichi.lg.jp

○貸出窓口
愛知県理学療法士会 事務局
電話：052-972-6295 メール：office@aichi-pt.jp

競技 貸出用具 数量

ボッチャ

ボールセット ２セット

ランプ※ １台

フライングディスク

ディスク １セット（30枚入り）

ゴール １台

※ランプとは、ボールを勾配によって転がす補助用具で、自分でボールを投げ
ることができない障害者が試合で使用するものです。

mailto:kyougi-shisetsu@pref.aichi.lg.jp


※ 用具の受渡は貸出窓口（理学療法士会）が行う。

※ ④受渡完了報告は、不備や破損等がないかを写真で撮影し、県へメールにて報告する。

用具貸出手続フロー図

県
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(理学療法士会)

貸出先

（理学療法士会員）

⑤報告（10/10、4/10）

④受渡完了報告

①借用申請書提出

②貸出許可・用具受渡

③用具使用後、貸出窓口へ

返却する
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